
 

 

 

 

 

令和７年４月～ 

事 業 名 内  容 詳細問い合わせ先 

児童扶養手当 

（所得制限有） 

父母の離婚などにより父又は母と生計を別にしてい

る児童（18 歳になって最初の 3 月 31 日まで。た

だし、障害のある児童は 20歳未満）。を養育してい

るひとり親家庭等に支給されます。 

ただし、前年の所得が一定額以上の場合は、手当ての

全部又は一部が支給されません。 
●児童１人の場合 

 全部支給 月額 46,690 円 

 一部支給 月額 46,680 円～11,010 円（所得に応じ

て 10 円きざみの額） 

●児童２人の以降1人増すごとに11,030円～5,520円

を加算 

 

子育て支援課 

(0761)24-8057 

  

 

ひとり親家庭等医療費助成 

（所得制限有） 

ひとり親家庭の健康の保持と生活の安定を図るた

め、母又は父の医療費が助成されます。（保険診療分

のみ） 

☆助成額：１ヶ月 500円を超えた額 

 

ひとり親家庭放課後児童 

クラブ利用料助成 

（所得制限有） 

ひとり親家庭の親の就業・自立を促進することを目

的に、放課後児童クラブ利用料の一部が助成されま

す。 

☆助成額：1ヶ月 1人当たり 上限 3，000円 

 

母子父子寡婦福祉資金貸付 ひとり親家庭の生活の安定と向上のため、低利子又

は無利子で借りることができます。（詳細について事

前にご相談ください。保障人必要） 

 

母子生活支援施設 必要に応じて母子家庭の母と児童（20歳未満）の住

居の提供だけでなく福祉を図るために設置された施

設を紹介しています。（金沢市・加賀市にあります。） 

 

こども家庭センター

(0761)24-8073 

ショートステイ 保護者が病気や冠婚葬祭、出張などで、一時的にお子

さんの養育が困難な時、宿泊を含めて短期間（7日以

内）お預かりします。 

 

トワイライトステイ 保護者が仕事等の理由で帰宅が夜間にわたる場合、

お子さんをお預かりします。 

 

 



事 業 名 内  容 詳細問い合わせ先 

ひとり親家庭ファミリー・ 

サポート・センター 

利用料助成（所得制限有） 

 

ひとり親家庭の親の就業・自立を促進することを目

的にファミリー・サポート・センター利用料の一部が

助成されます。 

ファミリー・サポート・センターとは・・・ 

育児の援助を受けたい方と、育児を応援したい方

の登録制の会員組織。保育施設への送迎や保護者の

外出時の預かりなど一時的に育児の援助が必要な

時、登録会員に依頼することができます。 

☆会員登録が必要です。 

カブッキーランド 
(0761)58-1212 

小松市就学援助制度 

 

 

すべての児童生徒が円滑に義務教育を受けられるよ

う、経済的な理由でお困りの方に、学校で必要な経

費の一部が援助されます。 

小中学校又は 

学校教育課 
(0761)24-8122 

遺族基礎年金 

 

 

 

国民年金に加入していた夫又は妻が死亡したとき、

その夫又は妻によって生計を維持されていた妻又は

夫や子供に支給されます。厚生年金保険に加入して

いた夫又は妻が死亡したときは、遺族基礎年金に上

乗せして遺族厚生年金が支給されます。 

小松年金事務所 
(0761)24-1792 

北陸交通災害等遺児をはげま

す会の援護金 

交通、災害、犯罪による事故により一家の経済的支柱

を失った児童（18歳まで）に対して援護金が支給さ

れます。 

☆特別援護金 70，000 円 

（満 18歳に達し登録遺児から除外される時） 

☆小・中入学、卒業祝い金 30，000円   

☆進級祝い金 10，000 円 

☆夏の手当て 10，000 円 

☆冬の手当て 10，000 円 

☆事故死者遺児見舞金 10，000円 

（遺児登録時 １人当たり） 

子育て支援課 
(0761)24-8057 

小松市交通遺児等援護金 

（歳末見舞金） 

交通事故及び労働災害により親を失った児童を励ま

すため、義務教育終了前の児童を養育している方に

対して毎年支給されます。 

☆支給額 1人当たり 50，000円 

石川県交通災害等遺児すこや

か資金 

交通事故及び労働災害、地震などの災害により父や

母を失った義務教育終了前の遺児を励ますため、そ

の扶養者に対して一時金が支給されます。 

☆支給額 1人当たり 50，000円 

南加賀保健福祉 

センター 

(0761)22-0793 

就業・養育費・親子交流相談 

（電話＆面接） 

就業相談：月～金、第２日曜 9：00～16：00 

養育費・親子交流相談 

    月・水・金、第４日曜 10：00～16：00 

石川県母子寡婦 

福祉センター 

(076)264-0503 

その他の優遇制度 
保育料の軽減制度、ＪＲ通勤定期券の割引制度（児童扶養手当受給世帯） 

非課税貯蓄制度(マル優) 

 

 



就労支援のための制度 
 

事 業 名 内  容 詳細問い合わせ先 

自立支援教育訓練給付金 

支給制度 

 

ひとり親家庭の親が就業に結びつく可能性が高い講座

（パソコン、医療事務など）を受講した場合、講座修了

後に受講費用の 6 割相当額（上限 20 万円）を支給し

ます。また、看護師等の専門資格取得のための講座を受

講した場合、６割相当額、上限は修業年限×40万円（最

大 160万円）を支給します。申請は講座受講前に必要。 

さらに、修了後１年以内に資格取得し就職した場合、

受講費用の 25％（上限 20万円）を追加支給。 

子育て支援課 
(0761)24-8057 

高等職業訓練促進給付金等

支給制度 

（所得制限有） 

   

ひとり親家庭の親が就業に結びつきやすい看護師や介

護福祉士、調理師等の資格取得のため、6月以上養成機

関等で修業し、仕事又は育児と修業の両立が困難な場合

に、修業期間の全期間（上限４年）について、訓練促進

給付金が支給されます。また、修業期間修了後に修了支

援給付金が支給されます。 

訓練促進給付金 

☆支給月額：70,500円又は 100,000円 

  最終年限１年間に限り 4万円加算 

修了支援給付金 

☆支給額： 25,000円又は 50,000円 

 

高等学校卒業程度認定試験

合格支援給付金支給制度 

 

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又は児童

が高等学校卒業程度認定試験の合格のために対策講座

を受講し、修了した場合 

①受講開始時給付金として受講費用の４０％（上限：

通信制の場合 10万円、通学又は通学・通信併用の場

合 20万円） 

②受講修了時給付金として受講費用の１0％(①と合わ

せて上限：通信制の場合 12万５千円、通学又は通

学・通信併用の場合２５万円）が支給されます。 

また、受講修了日から 2年以内に高卒認定試験の全科

目に合格した場合、合格時給付金として受講費用の

10％（①②と合わせて上限：通信制の場合１５万円、

通学又は通学・通信併用の場合３０万円）が支給され

ます。受講前に申請が必要です。 

 

 
  
 

 

小松市役所 子育て支援課 
〒923-8650 

石川県小松市小馬出町 91 番地 

TEL ０７６１－２４－８０５７ 

FAX ０７６１－２４－４３１２ 

 


